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神奈川自治研センター設立 40 周年記念企画として 2017 年 4 月に開始した「これからの地方自

治・市民自治に求められることは何か」を主題に、関係識者に対し旬のテーマで見解をたずねる

インタビューは、本号で 3 回目を迎える。今回は、近年の安倍一強体制への批判的考察で問われ

始めている「小選挙区制」やそれに伴う政治体制の問題を検討するため、これまで国政選挙や統一

地方選挙の動向分析に取り組んでこられた、当センター元理事長の上林得郎顧問に「選挙制度と

政治の体制を考える」をテーマにお話をうかがった。（政治家の敬称はすべて除いている） 
 
 

 

１．政治の体制と選挙制度 

 

日本の選挙制度は世界標準と違う・・・ 

 
〇編集部： 

自民党が示した改憲 4 項目の中には、参

議院選挙の『合区の解消』という政治体制の

根幹に関わる制度の改正の問題も含まれてい

ます。上林さんは、2010 年に「衆参のねじ

れ国会と参議院のあり方をめぐって」をテー

マに論文を発表されたこともありますので、

この点について、まず問題認識をお話いただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 
 

●上林： 

日本における選挙制度は世界標準からする

と、かなりかけ離れている制度であると思う

んですね。グローバルスタンダードに合って

いるのは、1994 年に成立した政治改革 4 法

案によってできた、衆議院議員選挙の小選挙

区比例代表並立制というものです。これで世

界標準の選挙制度になったと思います。 

日本におけるそれまでの選挙制度は、国際

基準からはかなりかけ離れた制度であると言

えるんです。それはなぜかと言うと、民主的

な政府を作るためにどういう選挙がいいか。

そのために民主主義の根幹となる議会のあり

方をどうすればいいのか、議員をどういうか

たちで選ぶのがいいのかということをまず基

本に置いて、どういう制度が必要なのかとい

うことが議論されなければいけない。それは、
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国で している近代民主主義のルー

ルの中にあるわけです。 
それには 2 つの議会制の れというのが

あるとされています。 
1 つはイ ス です。 ス ンスタ

ー ルと言われていますが、国民は議会の

議員を選 、議会議員がその国の を選ぶ。

その中で、選挙を じた政 代 な選挙

制度が制度として成り立つ。それが民主主義

の 1 つの方法である。つまり選挙で を

とった が代表になるという、そういうかた

ちになるわけです。 
もう 1 つの制度は、 と言われ

ている な 分立で、議会は議会、 統

は 統 、それが に なかたちで選

ばれて、それ れの を ち 関係を

ってやってい 。そういう議会と 統 との

関係における議会の制度というのを 1 つの

ルに えるという考え方で、この き

2 つの考え方なんです。 
で言うと、議会は や政 を

自分たちで作る。 統 のやることを

するという を っているわけです。

の 議会は、 制における議会で、

かなり きな制 を けている。 を代表す

る上院と一 市民の 思を代表する 院との

2 つに分かれている。そういう 的な が

あるわけです。 
では、日本はどういう の国会を目 すべ

きなのかというと、憲法上は らかに ス

ンスター になる。 国の選挙制度は、

代表制（小選挙区制）と比例代表制の 2
つの と、この つを 合さ た 合制の

つに分 されています。つまり、

理を と 代表制になり、 の 見

を すると比例代表制になり、 者を

さ るために 合制が考えられてきたのです。 
代表制と比例代表制のどちらがいいの

かというのは、それ れの国の政治的な

の成り立ちの中で成立してい ものです。そ

の政治 にかなり されるので、 い

いということは一 に言えないのですが、比

例代表制にし 、小選挙区制にし 、それ

れしっかりとした民主主義をめぐる理論的な

があってそれを ち しているというの

が 的な事 なんです。 
もち ん日本でも に、 部 （

国 ・憲法 ）が比例代表制を主 す

るとか、 作 （ 国 ・政治 ）

が小選挙区制を主 するとか、 者の中で

政 、政治 をやった たちの きな主 が

その中に れています。しっかりと理論立て

を っている。2 に しているのは、そ

の当 われている中選挙区制というのを

的に批判していることです。 

選挙制度の  図 1　選挙制度の類型

多数代表制

選
挙
制
度
の
類
型

単 純 小 選 挙 区 制

小選挙区２回投票制

優先順位付投票制

厳正拘束名簿・拘束名簿
非拘束名簿・自由名簿

単記
中選挙区・大選挙区

国際民主化選挙支援機構による分類をもとに一部追加
佐藤令「諸外国の選挙制度」国会図書館『調査と情報』第721号、2011.8.25より

単純多数制・2回投票制

（リスト制）

選 択 投 票 制

完 全 投 票 制

政党ブロック投票制

名簿式比例代表制

併 　 用 　 制

並 　 立 　 制

単記移譲式比例代表制

逓 減 連 記 投 票 制

単記非移譲式投票制

制 限 連 記 制

比例代表制

その他の制度

混　合　制
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〇編集部： 

日本の中選挙区制のルー は、 にあっ

たのですね。 
●上林： 

中選挙区制は、 部、 ともに、どこ

の世界を見てもこういう制度を っている国

はないと 言している。それはなぜかと言う

と中 なわけです。日本の 選挙区、中

選挙区、小選挙区という選挙区の きさを中

とした区分けの 方で、それ自体が日本

なんです。日本では、 府 を選挙区と

した 合、または 国一本を選挙区とした

合を 選挙区と言う。中選挙区は、 3
ないし を選挙区として 府 をい つ

かに分けて、その に合う で合わ て

選挙区を設 する。 で 1 だけを選

ぶ選挙区を小選挙区という。 
国の選挙制度を ると、日本で言う小

選挙区 はすべて 選挙区と言うんですね。

で言うとマル ンバーです。た さん

の を選ぶという で言うのが、いわ る

選挙区です。だから とか中とか小という

分け方をしていないんです。それで の

に中選挙区と言っても じない。 ーロ

のスタンダードで言うと、中選挙区も

選挙区の 1 つの にしかならない。 
それともう 1 つは する 、選ぶ の

問題です。一 的に小選挙区は 1 を選ぶ

わけですから、1 選ぶのに 1 1 だけ

する。 2 だったら 2 する。2
じるという選挙がスタンダードなわけです。

までのイ スではそういう制度を 際

に ってきた。今は 1 1 になりました

けれども、2 区で 1 2 制というのはイ

ス のスタンダードだったんですが、

1 1 になったようです。 
それで 2 上を選ぶ 合は、比例代

表にするというのが一 的なんです。 2
上の選挙区があるとすれば、比例代表にす

る。だから政党なら政党に して、その得

に じて議 を 分してい という です。

日本的に 3 とか とかで 1 しか

れないというのは めて ーマルなん

です。 
そういう制度をずっとやってきたわけです。

だからそこを分かって選挙制度の議論をしな

き いけない。 
 
 

〇編集部： 

が を える選挙区でも 1 1 と

いう制度は、世界標準にはあてはまらないし

なんですね。 
●上林： 

日本では選挙制度の ー と言われてい

ます。衆議院は 94 年の政治改革でやっと世

界標準のスタンダードになりましたが、参議

院を見て ださい。参議院では、今は選挙区

選挙と言いますが、 によって 1 しか選

べないとこ 、2 選べるとこ 、3 、4

表 2 国の選挙法一  
図 2　各国の選挙法一覧　　下院議員、直接選挙

数国選挙制度の類型

多数代表制 89
小選挙区 単純多数制 41

２回投票制 16
移譲制 2

大選挙区 多数制 単記・連記 28

移譲制 2
政党ブロック投票制

比例代表制 62
　　投票方法 拘束名簿式 37

優先投票 15
無制限 5
個人に投票 3

　　計算方法 ヘアー式最大剰余法 27
ドループ式最大剰余法 7
ドント法 22
修正サント・ラグ法 2

混合制 27
合　　計 178

西平重喜「各国の選挙 ─変遷と実状─」2003年、木鐸社刊 より筆者作成
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、 まで選べるとこ と分かれていて、

それも んな 1 なんです。1 1 だけと

いうと制度が の標準と うんですよ。3
の中で 1 選ぶというのは、小選挙区と

中選挙区で、それが っち になった制度で

国民を代表するという に ンセンスな話

です。 
しかも 19 1 年に、 国区と言われていた

部分を比例代表 の制度に しま

したから、政党 によって した を政党

の得 に じて議 が 分されるんです。

それは比例代表制としては正しいんですが、

選挙区の選挙が っち になっている めて

例な制度です。 
何を選ぶか、どういう政治体制にする

のかということを議論しないできてしまった

ことに きな があると思っているんです。 
（ 編集部 ：政府自民党が 案した、参議

院議員 を して一部に 方

を するという の 選挙法改正案が、

7 月 1 日成立した。） 
 
．日本の選挙制度の と  

 
選挙 制の は ・・・ 

 
〇編集部： 

選挙制度については始めに、どういう代表

をどのように選ぶのかという、選 方の問題

から をいただきました。その中で、衆議

院の中選挙区制は からあったという

に言 されましたが、 憲法が成立して

の しい選挙制度は、 とどう され

たのかをお か ださい。 
●上林： 

 まず、 に のとこ をまとめて る

と、衆議院議員 1 回選挙が 1 9 年に わ

れたんですが、そのときはイ ス 小選挙

区制だったんです。 1 で 1 当選する

という選挙区と、 2 の選挙区もあって、

2 のとこ はイ ス ですから 2
する、こういう制度でスター しました。

これは議会制度を取り れるときに、 ーロ

標準を取り れたわけです。政治体制は

どちらかと言えばドイ の立憲 主制を取り

れたのですが、選挙制度はイ ス の制

度を取り れたのです。 
それが 1900 年に、いわ る 選挙区制と

いう制度に わった。これは が作っ

た制度と言われていますが、 府 を選挙

区の とし、その中から 者 に じて

1 から 2 、3 、4 と、 9 まで

選ぶ選挙区になって、そこで「 記」という

制度を作ったわけです。 でも は 1
。 3 でも 1 。 1 でも 1 。今

の参議院の選挙区選挙の だらけの制度が、

この にできているんです。 
 

〇編集部： 

 年というと、 治 代のことですね。 
●上林： 

 そうです。なぜそういう制度にしたのかと

いえば、 は政党が いだった。そ

の 対に 代 理 をやった 文

は、イ ス の政党政治をある 度 強し

ていますから、自分で政 会の党 になった。

そういう考えで の小選挙区制は作ったの

ですが、 はそれとまった って政党が

いで、 を するために、政党が

なるべ り まないような選挙制度を作

うということで 1900 年に 選挙区制を作っ

たわけです。 
その 、 敬 の 代、1919 年にまた

小選挙区制に るんですが、その中でも 2
区、3 区を一部 すんです。1 区は

29 あるんですが、 の制度と い 2 区、

3 区でも 1 しか できない。そこで 1
1 は しち うわけです。
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が何 でも 1 1 というのが日本的なか

たちで まってきます。だから 1 制とい

うのは、 による制度改正がおそら

スター だと思うんです。 
正 ー 代に って、 2
上を 者とする 選挙が された

当 は、3 つの きな政党があった。政 会、

憲政会、革 部という 3 つの政党があ

って、政 会は小選挙区を主 し、憲政会と

革 部は比例代表を主 した。その中で

い い り合って が 3 から の

中選挙区制というのを作る。3 つの政党が

を えていたものですから、そ

の 3 つの政党が かるような 組 として

中選挙区制というのが、ここで めて まれ

るわけです。そういう では政党の 関

係を中 に中選挙区制が成り立ってしまった。

の 選挙で政党が解 されるまで

そのかたちが ことになるわけです。 
 

〇編集部： 

そこから日本 には中選挙区が選挙のスタ

ンダードだという理解がなされてい わけで

すね。 
●上林： 

中選挙区については、 の が で

に をつけているんです。小選挙区は

を代表するというマ テ ステ

だと、比例代表は ロ ー ルの代表を

選ぶ制度だと。では中選挙区とは、 代表

表 3 日本の選挙制度の  

1889（明 22）年

　小選挙区

選挙制度発足　選挙権：25 歳男子、国税 15 円以上   署名捺印
1人区 214 ＋ 2 人区 43 ＝ 300 議席、1人区は単記、2人区は連記
有権者約 50 万人

1900（明 33）年

　大選挙区

選挙権：25 歳以上男子、国税 10 円以上、単記、秘密投票制
1人区 46 ＋ 2 ～ 4 人区 10 ＋ 5 ～ 6 人区 22 ＋ 7 ～ 9 人区 97 ＝ 369 議席
有権者約 100 万人

1919（大８）年

　小選挙区

選挙権：25 歳以上男子、国税３円以上、単記  有権者約 300 万人
1人区 295 ＋ 2 人区 68 ＋ 3 人区 11 ＝ 374 区、464 議席

1925（大 14）年

　中選挙区

選挙権：25 歳以上男子、普通選挙、単記   有権者約 1200 万人
3人区 53 ＋ 4 人区 38 ＋ 5 人区 31 ＝ 122 選挙区、466 議席

1946（昭 21）年

　大選挙区制限連記

選挙権：20 歳以上男女、普通選挙、原則府県を 1区、
15 人以上は 2 分、53 区 466 議席、制限列記（定数 3 以下は単記、4 ～ 10 は 2 名、
その他 3名連記）

1947（昭 22）年

　中選挙区

選挙権：20 歳以上男女、普通選挙、3人区 40 ＋ 4 人区 39 ＋ 5 人区 38 ＝ 117 区
466 議席
その後、奄美、沖縄復帰、定数是正などで 130 区 511 議席（74 年

同 参議院選挙法制定、地方区 150、全国区 100 議席、その後沖縄復帰で 252 議席に

1982（昭 57）年 参議院の全国区廃止し、拘束名簿式比例代表制導入

1994（平 6）年 衆議院に小選挙区比例代表並立制導入　小選挙区 300、比例区 200

1999（平 11）年 衆議院定数是正、480 議席（小選挙区 300、比例区 180）

2000（平 12）年 参議院比例代表、非拘束名簿式に、定数是正 242 議席（選挙区 146、比例区 96）

2014 （平 16）年 衆議院の定数是正　475（小選挙区 295、比例代表 180）

2017 （平 19）年 衆議院の定数是正　465（小選挙区 279、比例代表 176）

図 3　日本の選挙制度の変遷

加藤秀治郎著「日本の選挙」2003 年、中公新書を参考に筆者が加筆
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制、マイ テ ー ンテー ンと

いう を けて、さも世界標準の と 示

したわけです。 
ですから は、いかにも した制度かの

とき論文が ていてます。それを政治 者が

どんどん け いで、今の政治 の一部の

を見ると小選挙区、中選挙区、 選挙区もあ

るのですけれども、 代表、 代表、比例

代表、その 3 つの ターンがあると かれてい

る。政治 にもそう かれているのがある。

そういう なかたちを き いで、 100 年

近 しているわけです。 
マル ンバーを選ぶ 合に、 代表を

ということならば、比例代表制にすれば

の 見は されます。 
2003 年に で した『 国の選挙』

という に い本があるんですが、これに

はその事 を いてます。 者の は

者ですけれども、 国の制度を に

べていて、日本が であるということを

らかにしています。 治郎の『日本の

選挙』でも じことが されています。 
 

の 政選挙は制 記・・・ 

 
〇編集部： 

改革では、 の成年 の えら

れた参政 に対し、 にも参政 が さ

れて、衆参 議院の制度も されてい わ

けですが、 めての選挙は、どのような

方 で われたのでしょうか。 の国政

選挙は、194 （ 21）年ですよね。 
●上林： 

 194 （ 20）年に を迎え、当 の

は であっても議会選挙は われ

るだ うということで、選挙法制度をどうす

るかという議論になった。 
なので の中選挙区とは ったか

たちでの制度設 をする必要があるというこ

とから、 には 選挙区制論者と言わ

れていた 郎が しました。そして

では、選挙制度の神 と言われていた

が に されて制度設 を っ

たわけです。そこで てきたのが 選挙区制

制 記選挙というものでした。 
制 記選挙は、 にややこしい制度で

すけれども、 に言うと、 が めて

者に りましたから、かなりの 者 に

なって 4 という を めました。衆議

院選挙法という法 で衆議院の 4 と

いうことを めて、それを に 分するわ

けです。 に 分するにあたって、 の

ように 1 ずつ に り当てるというこ

とをしないで、 者 を で った

「基 」をもとに に り当てるわけです。 
 

〇編集部： 

への の り当てはどのようにした

のですか。 
●上林： 
 当 、例えば の い とか 、

、 、 、 、 の 7 府

では 1 を えることになり、選挙区

を 2 つに分けた。それ の府 は選挙区

を 1 つにして に を り当てるわけ

です。3 の を り当てられたとこ

は 1 、 4 10 までは 2 、それ 上

で 11 14 までは、3 の を 記するこ

とにしました。 記する の が制 され

ているというやり方で、それで制 記とな

ったのです。 
この は、 ですから、 動も

ち いていないし、市 との なん

て できない にあった。国 も

22 年に で われた らいで、 府

でようや できたというとこ です。

それで 府 の 選挙区でやることになり

ました。 
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制 記というやり方は、考えて ると必

ずしもいいわけではな て、 記の制度にち

ょっと が えた 度で 見も けるの

かなという制度です。当 は だったか

ら、本 は制度改正について に 認を

けるのですけれども、 も に

だったらし 、選挙制度の かいとこ につ

いては一 言わなかった。 の制度とは い

ますよということで してもらったといわ

れています。ただし、選挙を 194 年 1 月に

やる だったんですが、 は 、

という準 を めている関係で、1 月

の選挙を ばす を して、4 月まで選挙

の は てしまうんです。 
このときに一 的なのは の参政

が めて されたことです。マ ー ー

の 改革の 1 つ、 に の参政 と

いうのが っています。 組合の 成、そ

れから の自 、 察の 、

解体、 つの 改革の に の参政

がありました。それをマ ー ーから当

の が られたとき、 に日本政府

はその に の参政 を 議 してい

ました。 が中 になって

に言われる に 議 したという事 があ

るようです。 
そこで われた 1 回選挙では、小

選挙区は に な 、 の 記制のとこ

が ありました。その選挙の を見る

と、 1 区では自 党の 一郎と

党の 参 の 記 がそうとうあったと言

われています。 と に れる も

て、 が 39 も当選したという が

っている制度です。 
とにか 党 ですね。 に自 党の

中で 者が になるなんていうのは

らで、 に していました。それで

1 が成立をすることになるわけで

すが、 の た たで、 もままな

らない中で しい制度ができて、 で

の選挙が われたわけです。 
 

〇編集部： 
ここで選ばれた国会議員が憲法を作ってい

わけですね。 
●上林： 
 そうです。 のときにマ ー ー

の憲法 案というのが されて、それを中

に議論が始まる。日 の議論を じて えて

いきながら、3 月に日本国憲法 案が され

て、この 4 月で選ばれた国会議員・ 国議

会で議論が われる。10 月に 国議会を

し、11 月 3 日に憲法が されて 年の

月 3 日に です。 
22 年 4 月には、 2 回の選挙が

われるのですが、ここでは に中選挙区

制に っち うんです。3 区が 40、4 区

が 39、 区が 3 で、 部で 4 という

でした。 
も したので、神奈川 では 1

区から 3 区まで選挙区は 3 つ、 で つ

ぐらいです。中選挙区制についても は

が いから 区にするとか。神奈川は

が ないから 3 区にするとか、そう

いう 分です。それにより、 が ま

って中選挙区が する。そのときは中選挙

区 について も ン がなか

ったそうです。 
このときはもう憲法は をしていて、そ

の のための選挙ということなので、あま

り がなかったと記 されています。 
 

〇編集部： 
選挙は民主主義国家の基本になるものだか

らその国の国民が める。民主主義の基本事

項にまでは しない、ということかもしれ

ま んね。 
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●上林： 
選挙制度について かいことをつべこべ言

っても、政治の体制に を たないからま

あどうでもいいという政治 者は いです。

だから されていない 向があります。

たちは自分たちの統治しやすいような制度

であればいいわけで、 の政党が、 は

会党だか 党だとかが えてきましたけど、

そこにはあまり れないようにするには中選

挙区がいいということが にあったと思い

ます。 
それがずっと いてきて、い つかの

を こしてい 。 
 

〇編集部： 
 は、1947（ 22）年に中選挙区制

で選挙が われて 、 の はあった

かと思いますが、衆議院に関して選挙制度の

根本的な見 しは、94 年の制度改正までな

かったということですね。 
94 年の制度改正については ど し

お きしたいと思いますので、まず参議院に

ついてお か ださい。 
●上林： 

の 院を して、参議院を置 こ

とになった。あまり られていないんですが、

憲法のマ ー ー 案の中には国会は一院

制となっていました。それに対し日本 から、

一院制は ンドバ ンスが かない

から 院制にした うがいいと 案し、それ

を け れてもらいました。 
関 一は『日本国憲法の 』の中で、

それはいわばのりし たいな話だと言って

います。 は、あらかじめ一院制として

おいて、 かのものとの取 に う

があったのではないかと言っています。日本

から 院制を 案しながら、では参議院は

どういう制度にするのかという中 の議論を

しないで、 年、3 年で 改選とする。

の上院は 2 で 年ですか

ら、 年は で、 3 年ず

つ 2 回というのは、日本 に えているん

です。参議院というのはどういうものかとい

うことについてあまり議論をされていないで、

まず憲法が に まっち うわけです。ただ

衆議院とは った代表制度を作った うが

ンドバ ンスが のではないか

ということでしたね。 
例えば、 代表 たいな制度を作って、

識の府として成り立つようなかたちを考え

て、それを制度 する、 代表を選ぶとい

うことになると に しい。そこで、 国

1 区の 選挙区制で 0 とすれば に

な がた さん て るのではないか。

その中で 代表も って るのではないか

というようなことがあって、 国 1 区の

国区ができたと言われています。そういう

で、参議院は 識の府だとか、 の政治を

う衆議院に対して理 の政治による参議院

にな うという言 も言われていたのです。 
ただし、参議院というのはどういうものか

と、いまだに本 的な議論を 的になされ

ていないわけですから、選挙制度も にあ

いまいなかたちです。どういう制度にするの

かということが にあって選挙制度を作らな

てはいけないんだけれども、それが まら

ないで選挙制度が に発 したという な

があるわけですよね。 
1947 年 4 月の 1 回の参議院議員選挙で

は、いわ る の議員が にた さん

ました。 とかい い 小さな の代

表などから選ばれた たちが『 会』とい

う院 体を作って、そこが議長を し

たりして参議院の主 を ってい わけで

す。 識の府としての 識を って われて

いたことは に かったのです。 
とこ が、 年体制が発 して政党 の

代に ってい と、参議院もいつまでも
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を中 にしていいのかどうかという問題

があり、 会の たちも 会から を

す話があって、それらの 合いで政党に

会が り ることがあり、政党 が ん

でい ことになりました。 
参議院の選挙制度は、まず、 国区を

して、政党を中 とすべ 比例代

表制が 19 2 年（ 7 年）に される

わけです。 制というのは政党が

の を めて 者を並べて、その に

国民が するというものです。国民は政党

の を んですけれども、あらかじめ

は まっているので、上から 目とか 7
目ぐらいまでの は必ず当選するので、選

挙 動をやらない 識者などを上 に れて

ありました。例えば 会党で言うと法政

長だった中 が に るとか、政党

とは関係ない 、党員でない が に

されたということです。 
識の府としていたものを政党 するわけ

ですから に しい。そのうちに

という の を作るのが政党 でうま

できな なって、改正の議論をやってい

るうちに、94 年のあの衆議院の制度改革が

始まるわけです。その の中で一 に議論

をされて、2000 年に今の に

わりました。 
参議院はどういう議会に 置 けるのかと

いうことを きにして制度設 が んでしま

い、参議院と衆議院との憲法上の が に

できているものだから、考え方によっては参

議院がものす 強い になってきます。

議 では 3 分の 2 の でないと法

案が成立しないというようなことがおきてし

まう。ねじれ国会というのが まれるのは、

どのように参議院を設 するかということの

議論がな てできたことが いてきたためだ

と言われています。 
 

．政治 と「 選挙 ・    

  制」の  

 
年体制と「政・ ・ 」の ・・・ 

 
〇編集部： 
衆議院の選挙制度改革の 合は、政治改革

に を発しているわけですよね。まず、その

から り って たいと思います。 
●上林： 
 ルー 事 がきっかけにはなるんです

が、中選挙区制が発 して、 年体制が成

立して かなりの長 、自民党による一

党 体制というのが わけです。 
その かった点、 かった点をまず に、

おさらいして、それを 政党政治の と

して 理していきたいと思います。19 年

の は しますが、 をめぐって

に分かれた 会党が、19 年 10 月に

統一を たすわけです。 会党が統一して、

それに れじと、自 党と日本民主党が合

して今の自 民主党ができました。 
その の 政党の れを見ると 3 つも 4

つもある政党が一 になるというかたちで、

的に自 党と日本民主党が合 したとい

うことになります。自民党ができても、中

を見ると き 3 つに分かれていたわけで

す。 からの の から議員をやっ

ていた も含めた と、 の

、 一など、 と言った うが

いいと思います。 かに、 ル 、党

と言ってもいい、 とか

のような政治家の という分 です。

、 、 ル （党 ）の 3 つ

に き 分かれる が、なぜ一 になるか

というと、世界的な の中で、

主義、 会主義という で一 する

ので一つの政治 にまとまることができる

わけです。 
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政 を するために衆議院選挙をやるに

は、3 から の で、政 を取るためには

3 区でも 2 、4 区でも 2 、 区で

は 3 上 者を立てることが とな

ります。そこで、党 の対立 が当 ま

れて る。党 に ができて、 は事

上、党 党というかたちになり、党の中で選

挙 も含め が け うということにな

っていきました。 が選挙 を ぐとい

うので政治と の問題が んで るかたちに

なるんです。 
一方、 があるお で しい がどん

どん て る。 が を ルー する

ことを ってきたわけで、それはそれなりの

があったわけです。だから一党 の

長 政 を作るということが であった。

が で 者を して、 の の

者が ちれば で た が 認

されるということがあるから、 がまた

やす なる。 が ルー されるわけで

す。 
 

〇編集部： 
 中 の選挙体制ですね。 
●上林： 
 一方で 会党、革 は中選挙区制でその

3 分の 1 の になる。自民党が 2 だったら

会党が 1 で、2 対 1 という 関係を つ

ことはそれ ど しいことではない。3 区

で 1 、4 区でも 1 、 区でも 1 と

いう 度で ば、3 分の 1 度の とな

り、当 は改憲 と言われていました。 
3 分の 1 あればいい。しかしそれ 上を

まない。元 部の話として、 会党 部の

対立がありました。 会主義改革を標

する と、 ーロ の 会民主主義を

標 する が対立をしていて、そういう対

立の中で政 を取る がな なってしまい

ました。立 者も 00 の 2 0 は立てら

れず、 いぜい 200 ぐらいしか立てない。

しかも 1 が 議 で、 てないわけで

す。 
 者自体立てないから、政 代はまっ

た きえない。 年体制になってから

代のない一党 の体制が に 上がっ

てい 。その 、 党や民 党ができます

が、それは 市部だけの話であって、 国的

には きな動きを たなかったわけです。 
自民党の政 は、開発主義が根っこにあっ

て、 国 合開発を政 で ち すことによ

って、開発 を 者に地元にも す

という ルを 示しながらその政 を

する。 
際は民 企 が中 になって するわ

けで、政府 党は政 を ち ばいい。そ

こで上がった を中 で い取って、それ

を地方 や で地方に 分する。

「国 の ある発 」という 目で 事

を 発に う。その は 政

で、 や などの を って、

度成長と開発主義がどんどん んでい 。

そこに「政・ ・ 」の が まれる 地

が てきた。 
一方で、政 は 際には が作るわけで、

議院 制ではあるけれども 改 が年に

1 度 らいあって、 は 1 年 代で る

る わる。 ちという議員がどんどん

えて、 ス のたらい回しになり、

自体が を たな なる。政 を作るのは

ですが、日本の 制度の は分 理

で、 が りで 政 を作り す

る。そうすると よりも党に きかけてい

。そうすると党の議員も のそれ れの

なら の、 なら の という

議員ができてきて、 議員が まれてきます。 
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政治 ・・・ 

 
〇編集部： 
 政 に向けて 議員の が強まっ

てい 代ですね。 
●上林： 
議員も していき、 議員 する中で、

政・ ・ と言うか、政・ ・ という

が 上がって る。その根っこにある

のが中選挙区で、い つかの きな 事

が きるわけです。ロ ード事 とかの

事 が きるんだけれども、政・ ・ の

イ ングルが している はそれ ど

きな問題は こさずに んできたんです。 
しかし、 的なのは ルー でし

た。当 の川 市の が川 に

ルー ビルを作るにあたって、 を えて

その見 りに ルー の 開 を

される。 を うお がないって言ったら

会 の ルー ス スからお を しま

すと、 の を りて けるという 組

が まれました。それと じ ターンが政治

家に んだわけです。 
当 の ルー 会長から 開 が、政

界・ 界・マス 幹部にばらまかれていた。

理（ 理は自分じ な て が

がと言っていましたけれども）、それから

中 根 、 一、安倍 郎、

、 、 理をはじめ 長

や政 会長から 、国会議員に ぶ きな

になった。 体が んでしまったことで

に を えたのは当 です。そこか

ら政治改革をしなき いけないという話にな

って る。 
 

〇編集部： 
 それが 19 年のことですね。 
●上林： 
それで自民党の対 が 目されました。

に 正義が 1 だった に ー

研 会を作って、政治改革が必要だ、 と政

治の り離し たいな話を言う。それに対し

て 正 長 がい んな ドバイ

スをしています。 
そのうち自民党 で の 関として

政治改革 員会を作って、その 員長に

正 が 。い い な議論をした 、

政治改革 というのをまとめ上 るわけで

す。その政治改革 の中で、政 代が

な政治改革を言うわけです。そのため、政

代 な政治改革ということを言いつつ、

政治 理、政治 、国会、自民党 の改革、

それから地方分 と つぐらいの が政治

改革 の中に った。 
 

〇編集部： 
 政治改革 が たのが 19 9 年 月です。 
●上林： 
それが に の を つわけです。

その 案を けて、当 の 理 は

選挙制度 会を作って、そこに 問を

するわけです。 選挙制度 会はい

んな議論を って、 的には 1990 年に、

小選挙区 300、比例代表 200 という今と

とんど わらない制度の中 を します。 
それを けた自民党が自分たちの 合に合

わ て したのが政治改革基本要 です。小

選挙区 300、比例代表 171 と、比例代表を

小さ して小選挙区を き した でまとめ

て、法案 までします。当 は 部 で

した。 から へ、 が

て 部 が 理 になった。 
部 が、 改革 だと り って

やるんですが、「小選挙区 300、比例代表

171」という並立制を り んだ法案は、自

民党 部ではかなり 対論が てなかなか

成立しそうもないということになった。

的には自民党 部から 対を け、衆議院の
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選挙制度 員会でこの 案は 見がまと

まらない。衆議院の政治改革 員会の

員長が 3 法案は改案すると 言して 案に

なってしまうわけです。 
それは、自民党の 部 が 部 理に

しないで に めたと言われていま

す。それでも政治改革をやるんだと 部

は を るんですが、自民党の体制がそう

なっていないので、 の 選挙には られ

ないという にして めてい わけです。 
その 、 一が しますが、 が

した が で 1 回選挙改革を 案に

しましたから り がないわけです。 は

やると言っても、自民党の中がうま まとま

らないので、法案を すまでに らないわけ

です。 
そのうちに「 ス ンダル」というの

が きる。当 の の に 川

から の が っていた事 で、

的には されるわけですよね。 
ロ ード事 に、 中 から が

分かれて というのを作るわけで、それ

が 政会です。 理 、 部、 と

いうのは の中の ではなかった、

の 点でなかった が 理 になった。

その で、 が を るようになって

いた。一方、 の 部でも、 のス

ンダルを けて、政治改革を すべきだ

という と、 の中選挙区体制がいいとい

う が き 分かれて、 者の小 、

本 郎らは に る。 者の改革 、

と小 一郎が を してい

わけです。そこが 1 つの政治改革に発 し

てどんどん んでい 。 
小 一郎はその 、 中 の『日本

改 論』を して、『日本改 画』という

本を して、その中で政 代 な選挙制

度を ち すわけです。かなり を

て政治改革を するんだという。そのう

ち が され、議員 まで い ま

れ、とにか 政治改革は必要なんだという

がどんどん て るわけです。 
自民党はなかなか 体がまとまらず、

1991 年になっても選挙改革法案が てこな

い。1992 年に政治改革 議会（民 政

治 ）ができて、 界、 界、それから

者グルー が中 になって選挙制度改革を

するという きな 動を るわけです。

そこにマス も って一 に議論を めた。 
 

〇編集部： 
マス も っての議論だったのですね。 

●上林： 
界も って に を ち、い ん

な 案をしてい わけです。 
それで 1993 年になって自民党が政治改革

4 法案、 は 小選挙区制の法案を す

わけです。それから 会党、 党が小選挙

区比例代表 制、つまりドイ 方 を に

で法案を する。民 党も じような

かたちで小選挙区比例代表の制度を 案する

というように 党が 案をしあってい ので

す。 
それと して、民 政治 が小選挙区

比例代表 制というのを 案する。これは

法案にはならなかったんですけれども、そう

いう 3 つ 、4 つ で、国会で議論をされた。

月に って 的に 理がテ ビで政

治改革を必ずやりますと 言をするんですが、

その に自民党が 小選挙区制を に

かけるという に たわけです。 
自民党が ですから、それが される

ことに対し、 党は 対 対をする。となる

と政治改革そのものができな なる が

あるというので、 党 、 会党、 党、

民 党が 案を する。それで、

自民党は小選挙区制を さ るというので

すが、 案が 議ですから、
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となった自民党 の一部が 案 成に回

るわけですね。 
のちに「さきがけ」になる 正義らは

には 対に回って を したんですが、

かに 17 ぐらいが をして 案が

されて、ただちに解 となりました。解

の 日に、 中 や

ら 10 が自民党を し、 党さきがけ

を作る。それを いて も けじと

して 党を 成するので、自民党は分

になったのです。 
その 1 年 に 本 事をやっていた

川 も日本 党を作って、参議院で議 を

得する。日本 党は、その いを って

議会選でかなりの議 を 得するわけで

す。 選挙の に 議選があったので、

川 も衆議院選に って ました。 
だから 党が 3 つと、 成の政党を合わ

て選挙が われたわけです。 会党は き

けて議 が 70 に ちる。自民党も

223 で にいかないので、 党が議 を

ばすという でした。 
 
〇編集部： 
そこから 川 立政 発 につながるわけ

ですね。 
●上林： 
まず に、さきがけと日本 党が院 の統

一会 を作り一本になって、 自民・

党の 立政 をつ るのか、それとも自民に

つ のかということで、 党が ステ ン

グ ードを ることになった。 的には

「小選挙区 2 0、比例代表 2 0」という政治

改革を成立さ るというスロー ンを 、

それに り った法案につ ということにな

って、 党 で 7 党一会 の 立政 がで

きて、 川 が するということになる

わけです。 
川 は、「小選挙区 2 0、比例 2 0」

の法案とその に政治 正法の改正、選

挙区 の改正とか政治改革 4 法案を して

議論を始めますが、議論がなかなか まない。

そこで 11 月になって、自民党の

と、 ・ 川 会 を うんです。

そのときに 川 が「小選挙区 274、比例

22 」という な を 案するわけです。 
なぜ 274 という な になったのかと

いうと、自民党では小選挙区 270 を

る り りだという を得ているわけで

す。 立 も 300 はとても れない。だか

らその中 をとったというやり方なんです。 
 

〇編集部： 
政治の の中で てきた ですね。 

●上林： 
そういう 案で めて、衆議院は った。

参議院の動きを つということだったんです

が、参議院では自民党と 会党の一部の 10
ぐらいが を して、その 案「247、

22 」の政治改革法が されてしまいます。

そこで 院議員 議会が 2 日にわたって開

かれても 議が し、 的には たか

議長の により 選挙制度 会

の した小選挙区 300、比例代表 200 の案

を 案しました。 
政治 制法も 年 の で の

企 を認めながら、 年 にはそれを

する。国民 1 2 0 政党 成 を作る

という 4 つの法案の が されました。

これを 川・ の 会 で合 をして

インをする。それらの 正をされた法案が

日一 に されるわけです。 
部、 の 2 つの をつぶした

、政治改革法案がなぜ成立できたのかとい

うと、政治と という問題があり、それに対

する自民党 での もあった。 を

に表 したのは 正 で、 から小

一郎などが わって自民党の にはな

選挙制度と政治の体制を考える　13
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らなかったけれども ードしたことは い

ない。当 、 川 が部会長を めた 3
革 の を、 川自 が 理になって

け取ったのですが、その中でも政治改革に

ついて 言していたし、民 政治 も 発

な動きを見 、そういうのも しした。 
会党もある 度しょうがないということ

で、小選挙区は 対だが、比例区が ればい

いと、衆議院はなんとかまとまった。しかし、

参議院の と言われている たちは、自

分のとこ に 関係ないから理 の上で

対と言っていた。 、選挙法改正をめぐっ

て 会党は き つ ことになります 
 
．選挙制度 政治の  

 
政 選挙制度 の は・・・ 

 
〇編集部： 
小選挙区比例代表並立制 の いとされ

た「政 代 な選挙制度」によって、民

主党政 が成立したわけですが、近年の「安

倍一強体制」がもたらしたものも含め、その

制度が たして かったのかということが、

改めて問われるようになっています。この

りについては、いかがお考えですか。 
●上林： 
それまでの中選挙区制の問題点はかなり

き りになっていました。政 が中 になら

ないで 中 の選挙で、しかも 討ちが

けられない。また、得 に対して議

との 離がある。 正が われず、1
の が き なっている。民主主義が

だという問題点があって、政党中 の選挙、

政 中 の選挙を さ るということでし

た。国民に分かりやすい制度でな てはいけ

ないということです。本 は参議院の選挙制

度と合わ て議論すべきだ。 な とも

ある 思 を いうる政治ができなき い

けないという理念です。 
やス ンダルが きて国民の を

っているわけで、政治や政治家に対する

の回 を るために政治体制を改革する必

要がある。そのために政 代 な い

を った政治制度を 立する必要がある

だ う。そのためにも政党中 の選挙、政

に ったものを する必要や、それま

で きた政・ ・ が している 会

を えることも政治改革の目標として ら

れていました。 
小選挙区を中 とし比例代表を えること

によって、それが できると言われていた

わけです。 ュ ル の法 などと言わ

れているものがあり、小選挙区にすれば 2
政党 されやすいという 。比例代表は

立の 向になりやすい。 ンスで

われている 2 回 制の選挙は、政党を

合さ る 向があると言われている。それら

的な をある 度 しながら小選挙

区比例代表制というのを 成していったんで

す。 
際には、比例代表は の政党を 成し

てい 。これは かにその りで、その 、

政党の 立、中小政党の 立が きて、それ

から離合集 の 、小選挙区を中 として

2 政党制に近いようなかたちが きている。

しかしその政党がしっかり根 いていないう

ちに解体をして 1 党 1 強体制というのがで

きてしまった。 
 

〇編集部： 
 政党制に対する の は、民主

党政 の を て、 へと代わってし

まったような もあります。 
●上林： 
では制度が いのか、国民が いのかとい

う話になるんですが、それにはどういう国会

の制度を作るのかという議論が基本的に け
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 1

ていたことが問題でした。国会の議事 を見

て ると、今言った が んな されてい

て、かなり理論的に 度な議論がされている

んですが、 的に比例と小選挙区の議 の

バ ンスだけが 点になって、3 対 2 という

で小選挙区比例代表制が 上がってし

まった。 
小選挙区では、 がた さん て、得

と議 の 離が き なることは か

ら分かっていて、それをやった。それを う

で比例代表制を えたけれども、 党

にとっては に し なった。そのよう

な中で、 党 の分 というのが まれ

てきた。すっきりした 2 政党とならない

とこ が、日本の なとこ です。 
小選挙区を中 とする 1 強体制も自民党

と 党という、地 にある 度根 した政

党が 2 つ一 になったことによって 上

がってきたといえます。 政党である

党が政 に り り、1999 年から自民党と

立を組 ようになった。いわば自民党の

い部分を 強して議 を 得し、 党も自

民党の を けながら 市部で得 を ぐ

体制で、1 強体制が 上がってい 。 
それを政治 の理論で言うと ル ー の

選挙制論というのがあります。それは政党が

地 に根 いているかどうか してい

る というのを 1 つの にして、小選挙区や

代表制が ける を示した です。 
政党がそれ れの地 に根 していれば、

小選挙区制は政党 を する 向がある。

とこ が政党が地 に根 いていないとこ

で小選挙区制を うと、選挙区 ルではも

っと政党の が な なるという法 です。

この法 に基 いて考えると今の自民、

の体制というのは に地 に根 いていて、

しかも小選挙区制で政党の を らす 向に

なるという ル ー の に に合った

制度として 1 強体制が 上がってい 。 

政党になると思ったら、 政党にな

るべき 方の政党が地 に根 いていなかっ

たということです。そこでどういう体制がい

いのかと考えると、 しでも の 見が

できる比例代表制の を やすことがどう

しても必要になる、ということです。 
 

〇編集部： 
 国民の政治文 、政治 との関係 もき

ちんと見てかないと、選挙制度というのは思

いもよらない をもたらすということで

しょうね。 
●上林： 
 選挙制度をいじることによって、 きな

を える がある。テ の 理 たい

なことがあると 者はよ 言っていますけれ

ども、それをあまり考えないで制度改革をや

ってしまった。しかもい んな選挙制度が

っち になって日 的にある。そもそも論が

議論されないという しい が今を んで

いるんではないかと思っています。 
 

地 に 政 の ・・・ 

 
〇編集部： 
 そうですね。制度改革から 2 年 ちます

けれども、 のことをきちんと考えていかな

き いけない を迎えているんでしょうね。 
●上林： 
 94 年の政治改革が何をもたらしたかとい

えば、政治の 動 が まれ、政党の離合集

がはじまります。 に、93 年の 川政

の 、自民党の一党 の 年体

制が れ、日本の政治体制は「 立政 」が

してきています。1 党だけでは政 を

組 ことができな なってい のです。 
 川 のあと、 ができますが、

会党とさきがけが 立を離 したため、

で に い まれます。そのあと、

選挙制度と政治の体制を考える　15
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年体制 では対立していた自民と 会が を

組んでさきがけを えた「まさか」の 会党

の 市 が 94 年 月に し、自民

が政 に します。 は、日 安

体制の 認、自 の合憲など からの

会党の主 を き し をはかりま

した。9 年 1 月には から自民の

本 郎 に わります。 
 一方、 で 党となった ・日本

・ ・民 と自民党離 の議員らで

党が 成され、 政党制と政 得をめ

します。9 年 10 月には小選挙区比例代表制

による 選挙が われます。この選挙を に

して、 会党の とさきがけ、日本 から

さきがけに った議員らで（ ）民主党が

成されます。選挙 は自民が を 得

することはできず、自・ ・さの 組 は

うじて されます。 党は 年の参院選

では したものの 選挙では議 を ば

ず、民主党も解 議 の にとどまりま

す。 
 政 得の が開けなかった 党は、

日本 党や が離 するなど離党者

が き 97 年 12 月に解 して の小党

に分かれます。小 一郎の自 党、 党を

除いた 中 グルー が 民主党と合 し

て 民主党が したのが 9 年 4 月です。 
 9 年 7 月の参院選では、自民が して

参院の を できな なり、 本

から小 にかわったものの、衆参の

ねじれ が きます。小 はまず小

自 党との 立を組 、 党との 立に合

し自自 政 が したのが 99 年 10 月

でした。しかし 年 4 月、小 自 党との

立の解消となり、小 の などにと

もない、 郎 が します。自 党が

政 離 をめぐって分 して一部が 党を

成して 立に ります。 は、 めて

な であったため 2001 年 4 月に

し、自民党 選挙の 、 議員らの

を けた小 一郎が 、 となり、

21 世 の の 開けとなったわけです。

これ は じのとおりです。 
 動 する政界にあって、政治改革と合わ

て 目すべき動きが「地方分 改革」です。

政 が 案を される の

月 3 日「地方分 の に関する 議」が

衆院で、 4 日には参院で 会一 で

されていました。政治改革をめぐって す

る国会において、この 議がなされたことは、

地方分 改革が きな政治 題と認識されて

いたことを表しています。 
 地方分 改革は、 になって地方分

法が成立し、地方分 員会によ

る 的な 動により き することに

なりました。国と地方との関係を「上 主

」から 対 の関係に改め、 関

事 制度を した画 的な改革でした。政

治的な 動 に合わ て、 から政治

主 へ わる とつの 目であったと言える

でしょう。 
 ともあれ、94 年の政治改革は、衆議院の

選挙制度を 並 に えたことは でき

ます。しかし、小選挙区制のもとで 政党

をめ して政治理念を にしたまま、地

に根 かずに中小政党の合 が ました。

いったんは政 代が きましたが、政

の さのために国民の を い、今の

自・ 長 政 になってしまいました。 
 地 に根 した市民の を つ政党の

成が たれていると言えるでしょう。 
 

〇編集部： 
 今日は長い ありがとう いました。 
 

インタビュー ：201 年 月 日、 ：

神奈川 地 文 会 、 き ： 本

（神奈川自治研センター研 員）  
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１．は に 

 
 わが国では が し、国 体で

が じてきている。また、 度

成長 に 一 集中が じ、地方におい

て が まらな なっている。そして、

バ ル の地方における 自治体

では 政 が いており、国からの地方

や の に伴い、 ービスの

や 設の 理も しい にある。

さらに、これらの自治体では市 合 が

められ、 ービスや 設も 小の動

きが られる。 
 このような中、 自治体では 度 成長

に てられた 設の が

っているため、 設マ ン が

され、 設の今 の 理に関する 画

の作成が国から求められている。これらの

画では、 設の の が目標とさ

れており、 設の中でも の きい

が、そのター となっている（

2013）。 
 方で、 地 を中 に義 の

年 の が となっており、小中

の統 合が近年 んでいる。また市 合

が われた自治体では、その 度も して

いる。 

 しかし、 統 合においては、 がな

なると地 が れることが されており

（ 19 、 上 201 ）、地 民との合

成が 要である。しかし、自治体 によ

る 政 の考 や、 民 （ に家 ）によ

る ・ の 会 の という

による の から、 統 合が わ

れる ースが い。その代 として、

となった を の として する ー

スが 国的に している（ 201 ）。 
 本 で事例とする 市でも 度

成長 の に伴い年 の が

となり、さらに 200 年の 合 も

まって、 の が いだ。そこで

市では、「 市 事 」とし

て を した による 地 事

を している。本 ではその と地 へ

の について考察する。 
 
． の と 地  

 
 本 では、まず 国的な 統 合と 地

の について考察し、 の

との比 を う。 
 
． の と の  

近年、 およ の で 統

 

る 

を の と の  
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イ を立ち上 、 国の を 開
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 研究 地 の  

 市は、 の 部に 置し、 国の

中 にある（ 4）。 市には、

自動 の 川 があり、また 自

動 、 自動 、 自動 との

点である川 への近 により、

や 府などの関 、中国地方、

の 国 3 に セスしやすい がある。

市は 200 年に 4 2 が合 して

し、その際に は 地となった。 
市には、2017 年 4 月 、小 が

14 、中 が あり、幹 いや

を中 に立地している。また、市の

部に につれ、標 の い が 、

の は ない にある。 
201 年の国 によると、 は

2 3 、 は 3 0 である。

は、19 0 年 に しはじめ、近年は

が に きい。 
 
．  

市では、2013 年 3 月から

事 を している。 事 では、

の を した や地 を目的

に、 市 の に関する基本方

に って われている。 集は により

で っている。 は、 が

となっているが、 や 、 スなどの

イン は事 者 である。

は 年 であり、当 事 者との が

となっている。 
201 年 月までは 市の イ

上で 集が われた か、 事 者に対し

ては、市 の 察 ーなどで ロ ー

ンした。その 、201 年 10 月 、

集中の 29 のうち 10 が さ

れている。しかしながら、201 年 7 月

は、 イ 上の 集の となった。

市の 事 は、 の を

する一方で、「 できず取り しが必要

な を取 選 する事 でもある」と市の

当者は話していた。つまり 点において

できる の選 が わったといえる。

また、 の い はいずれも

されてしまっており、 事 の 参

は を迎えているといえる。 

4 の と
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． に  
 
． の の  

表 1 では、 地 をした 201 年 3 月

点で を していた 9 の 事

者についてまとめた。 小 は事 開

始が い に並べており、市 の事 者に

は を いた。また、事 についても、

ービス対 が地 となるものや 者にあ

てはまるものには を いた。 
表 1 を ると、事 主体を市 に つ事

者は 、市 に つ事 者が 3 であ

る。 体では、市 からの事 者の参

は 1 に まっており、 市における

市 からの事 者参 の さは である

（なお、 の の は、 
「 ・ （201 ）」を参 のこと）。 

 
 
 
 
事 については、 イ ービス の

会 事 が 3 、 の や テ

イ スなどの 事 が と、

事 を う事 者が い。また、1 つの

事 者で の事 を う ースも い。 
 において と 市の

の を比 すると、 市では

体に比べ、企 ・法 の事 や

（ 1）による が い。またそ

の として、 の （ 2）にも

されている。このように、 市の

事 は、 による をしている

ことから、市 からの民 事 者の参 が 、

その のあり方は である（なお、

小 の と地 への について

は、「 （2017）」を参 のこと）。 
 
 

 
 の （ ） 

 
 ー の （ ） 

 の  

小学校

人

） 部については、事 主体は市 の事 者

を、事 は市 を対 とするものである。 

： 市への ング 

 

33 3

15 4

22 2

7 7 7 7

33 3

53 8

11 1

15 4

0 20 40 60 80 100

人

 に  

： の市 への ン ー  

 22

． に  
 
． の の  

表 1 では、 地 をした 201 年 3 月

点で を していた 9 の 事

者についてまとめた。 小 は事 開

始が い に並べており、市 の事 者に

は を いた。また、事 についても、

ービス対 が地 となるものや 者にあ

てはまるものには を いた。 
表 1 を ると、事 主体を市 に つ事

者は 、市 に つ事 者が 3 であ

る。 体では、市 からの事 者の参

は 1 に まっており、 市における

市 からの事 者参 の さは である

（なお、 の の は、 
「 ・ （201 ）」を参 のこと）。 

 
 
 
 
事 については、 イ ービス の

会 事 が 3 、 の や テ

イ スなどの 事 が と、

事 を う事 者が い。また、1 つの

事 者で の事 を う ースも い。 
 において と 市の

の を比 すると、 市では

体に比べ、企 ・法 の事 や

（ 1）による が い。またそ

の として、 の （ 2）にも

されている。このように、 市の

事 は、 による をしている

ことから、市 からの民 事 者の参 が 、

その のあり方は である（なお、

小 の と地 への について

は、「 （2017）」を参 のこと）。 
 
 

 
 の （ ） 

 
 ー の （ ） 

 の  

小学校

人

） 部については、事 主体は市 の事 者

を、事 は市 を対 とするものである。 

： 市への ング 

 

33 3

15 4

22 2

7 7 7 7

33 3

53 8

11 1

15 4

0 20 40 60 80 100

人

 に  

： の市 への ン ー  

 22

． に  
 
． の の  

表 1 では、 地 をした 201 年 3 月

点で を していた 9 の 事

者についてまとめた。 小 は事 開

始が い に並べており、市 の事 者に

は を いた。また、事 についても、

ービス対 が地 となるものや 者にあ

てはまるものには を いた。 
表 1 を ると、事 主体を市 に つ事

者は 、市 に つ事 者が 3 であ

る。 体では、市 からの事 者の参

は 1 に まっており、 市における

市 からの事 者参 の さは である

（なお、 の の は、 
「 ・ （201 ）」を参 のこと）。 

 
 
 
 
事 については、 イ ービス の

会 事 が 3 、 の や テ

イ スなどの 事 が と、

事 を う事 者が い。また、1 つの

事 者で の事 を う ースも い。 
 において と 市の

の を比 すると、 市では

体に比べ、企 ・法 の事 や

（ 1）による が い。またそ

の として、 の （ 2）にも

されている。このように、 市の

事 は、 による をしている

ことから、市 からの民 事 者の参 が 、

その のあり方は である（なお、

小 の と地 への について

は、「 （2017）」を参 のこと）。 
 
 

 
 の （ ） 

 
 ー の （ ） 

 の  

小学校

人

） 部については、事 主体は市 の事 者

を、事 は市 を対 とするものである。 

： 市への ング 

 

33 3

15 4

22 2

7 7 7 7

33 3

53 8

11 1

15 4

0 20 40 60 80 100

人

 に  

： の市 への ン ー  

 22

． に  
 
． の の  

表 1 では、 地 をした 201 年 3 月

点で を していた 9 の 事

者についてまとめた。 小 は事 開

始が い に並べており、市 の事 者に

は を いた。また、事 についても、

ービス対 が地 となるものや 者にあ

てはまるものには を いた。 
表 1 を ると、事 主体を市 に つ事

者は 、市 に つ事 者が 3 であ

る。 体では、市 からの事 者の参

は 1 に まっており、 市における

市 からの事 者参 の さは である

（なお、 の の は、 
「 ・ （201 ）」を参 のこと）。 

 
 
 
 
事 については、 イ ービス の

会 事 が 3 、 の や テ

イ スなどの 事 が と、

事 を う事 者が い。また、1 つの

事 者で の事 を う ースも い。 
 において と 市の

の を比 すると、 市では

体に比べ、企 ・法 の事 や

（ 1）による が い。またそ

の として、 の （ 2）にも

されている。このように、 市の

事 は、 による をしている

ことから、市 からの民 事 者の参 が 、

その のあり方は である（なお、

小 の と地 への について

は、「 （2017）」を参 のこと）。 
 
 

 
 の （ ） 

 
 ー の （ ） 

 の  

小学校

人

） 部については、事 主体は市 の事 者

を、事 は市 を対 とするものである。 

： 市への ング 

 

33 3

15 4

22 2

7 7 7 7

33 3

53 8

11 1

15 4

0 20 40 60 80 100

人

 に  

： の市 への ン ー  

 22

． に  
 
． の の  

表 1 では、 地 をした 201 年 3 月

点で を していた 9 の 事

者についてまとめた。 小 は事 開

始が い に並べており、市 の事 者に

は を いた。また、事 についても、

ービス対 が地 となるものや 者にあ

てはまるものには を いた。 
表 1 を ると、事 主体を市 に つ事

者は 、市 に つ事 者が 3 であ

る。 体では、市 からの事 者の参

は 1 に まっており、 市における

市 からの事 者参 の さは である

（なお、 の の は、 
「 ・ （201 ）」を参 のこと）。 

 
 
 
 
事 については、 イ ービス の

会 事 が 3 、 の や テ

イ スなどの 事 が と、

事 を う事 者が い。また、1 つの

事 者で の事 を う ースも い。 
 において と 市の

の を比 すると、 市では

体に比べ、企 ・法 の事 や

（ 1）による が い。またそ

の として、 の （ 2）にも

されている。このように、 市の

事 は、 による をしている

ことから、市 からの民 事 者の参 が 、

その のあり方は である（なお、

小 の と地 への について

は、「 （2017）」を参 のこと）。 
 
 

 
 の （ ） 

 
 ー の （ ） 

 の  

小学校

人

） 部については、事 主体は市 の事 者

を、事 は市 を対 とするものである。 

： 市への ング 

 

33 3

15 4

22 2

7 7 7 7

33 3

53 8

11 1

15 4

0 20 40 60 80 100

人

 に  

： の市 への ン ー  

22　自治研かながわ月報 2018年8月号（No.172）



 23

． に の  

市の について、 ービス

対 地と事 者の立上 の 地から、

のように分 した。 の ービス対 地に

ついては、主に 周 集 と市 とし

ている 合を「 」、 と として

いる 合を「 」、 周 集 から市

にわたる 合には「 合 」とした。

また、事 者立上 の 地については、事

者が市 にあった 合には「 発 」、

市 から事 者が参 した 合には「

発 」とした。それらを まえ、 のよう

に 分 した。 
市 の事 者が地 民に向けて ー

ビスを う 合には「 発 」、市

の事 者が市 からの 者に対して

ービスを う 合には「 発 」、市

の事 者が 民、 者の 方に ー

ビスを う 合には「 合 発 」、市

の事 者が地 民に向けて ービスを

う 合には「 発 」、市 の事

者が 民、 者に ービスを う 合には

「 発 」、事 主体を市 に ち

ービス対 が と の 方に向けて われ

ている 合には「 合 発 」とした。 
その 市では、「 発 」が

小、 小、 小の 3 、「

発 」が 小の 1 、「 発

」が 小の 1 、「 合 発 」が

小、 合小、 小、 小の 4
というように、4 タイ が した。 

 7 を ると 体としては

発 、 発 、 発 、 発 、

合 発 の タイ が し、その中で

は、 発 や 発 など、 市に

比べて 発 が い 向にある。一方で

市では、 や 合 を中 とした 発

が 、 を ービス対 として地

から参 してきた事 者が いといえる。 
そこで、 市の を表している 発

の中から ービス対 地を に設 してい 
る 合 発 であり、 テ イ スに

おいて イン事 を する ら、
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合小）における を事例として、

で 事 が す地 への を考

察する。 
 
． に  

 
． 地 の  

合小区 は、 と

との の 地の集 を含 地 にある

（ ）。 区 は、 の 政区にわかれ

ており、 で も な地 である。

また 地 は 19 9 年まで に して

おり、 の 合 に へと統合さ

れた。 
主な は、 たばこ と林 であった。

しかし、 度 成長 にたばこ 要が

し、近代 に伴う地 の主要 の が

んだ 、 市への 者が

し が んだ。 は、1971 年 点で

1 291 であったものが、201 年 10 月には

194 となった。 合小の には、

集 の地 民が参 する 動会や文 な

どの ども主 の 事が われていた。しか

し は、地 の 動会は いているも

のの、文 はな なっている。また、集

で 統的に われてきた りの文 も集

の の が で 小 るをえない

となっている（ 3）。 

 
． の  

は、 の により 200 年に

となり、2012 年には となった。その

、 市の「 事 」の 4
集（2014 年 1 月から 3 月）で 2 の事

者から があった際に、地 民の

により、 などの イン事 を って

いた民 事 者に した。 
事 者は、 市の 集 でロー

ルビ スを っている から、 市

の「 事 」の を け、

察 ーに参 した。そこで、 合小の

事 や世界 が に り した。その

 地 の地 地 の 

    

：国 標 ュ、 市 民基 

本 。 
 

 
3 地 の の  
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   県と の  

： の市 への ン ー 、 市 

の 事 者への ング。 
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、 市への に たに 会 を設

立し、2014 年 10 月に「 と イン

」として事 を開始した。 
 
3． の  

 事 者は、インター による

イン事 を う ら、地 を かした

や 、 て世代をター

とした の事 を っている（

4、 ）。「 世代を てる、 、こ

れからの り」を事 目的としており、

201 年 月 で 、 1
の の 員を している。代表者

は、 から とともに し、 を

っている。 
は、 を かした を して

いることから、 からも の 者が

れ、に わいを している。また、

では 作りや 体 を地 民や

の 事 者の のもとに してお

り、地 民と しながら地 の を発

している。201 年 12 月には

を開 したことで、 市の をター

とした事 を、地 民とともに 画して

いる。 は、 からの イン事 の

か、 の により安 しており、

的に国や自治体から される を

しながら、イ ン の を っている。 
 
4． の と第 の  

市の 事 は では

あるものの、イン や 年 の で

が必要になるときは、 とんどが事 者

となる。そこで、 市では の

を する国や における 制度を

示し、事 者が する けをしている。 
と イン では、2014 年から

の地 事 と ばれ

る 制度を し、 小

（ 、 小）で 2 の の

を始めた。この制度は「ロー ル 10 000
ロ 」と ばれ、地 の 、

の強 を目的とした地 企

が する事 者が対 であり、

を地 関の で ったときに、国

が を する。 と イン では、

2 の として 小の を

検討するなかで、 や など地元の

を う からの イ を した

を目 していることから、 は

となる国の 対 者となった。 
 
． の と  

 小は、 市 部の

の に立地している。 の 年 は 40
0 年 どであり、 て えが必要な で

あった。 は 200 年に し、 市の

事 の対 に っていたこと

から、 事 者は元 小の

を検討していた。しかし、 て えの が

4 の  
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できずに一度 を 念した がある。 
事 者は、 合小の に際して、

の い方や地 民との関わり方を

めるなかで、 小の により周

地 の を要 する地 民からの を

けて、 を検討した。その 、 の

取得が になり改 が できるよう

になったため、 を した。 
小での は、地 に

や小 を対 とした、自 と れ合

う を した と の が

中 である。また、地元の の か、

や 市 の を取り んで、地

を したもの りを いながら、

に る一 のビ ス ンを体 さ る

ことも目 している。このように 体 、

という を いることにより、

地 の を りながらも、 を して

会的なことを べるような の を目 し

ている（ ）。 
また では、 向けの 理 や

と した事 も立ち上 る であ

る。こうした は、 小が 的で

あるという で、「 ロ・ ーマ ン

」と し、 だけでな 地 民を

含 い世代の に している。 
合小の では、市 から を

事 を う一方で、 小では、

も念 に置きつつも、地 民を対

とした を目 していることがわかる。 
 
． 地  

 
． と地 との  

地 を した や を

する 合小の は、地 との関わり

をもっている。代表者は、 から ども

と とともに した。また、代表者の

も を検討している である。しかし、

どもを れていることから 周 ではな

、 の市 地へ した。それは、

地 に小 がな 、 どもがいないためと

考えられる。 
当 、代表者は地 からよそ者 いを

けていたという。 方、代表者も 国の中

に 置する 市の を かした い

での事 を しており、 周 の地

民を き んだ事 を 要 していなかっ

た。また、代表者の 地が 合地 であ

るため、 のなかでの関わりもない で

あった。 
しかし、 の改 を地 民に す

る中で、 合小区 で も含めた

設の 理を っていた 民 長との関わりを

もつことができた。これにより代表者が地

の に れるきっかけとなり、地 の 統

や文 に を つこととなった。その 、

代表者は 民 長が する集 の しに

して参 するようになり、地 民との関

わりが まれるようになった。さらに、 民

長が する「月 1 回」という 合地

の 集 の代表が集まる地 組 との

・ も われるようになった。 
その 、地 民が 事 のイ ン

に参 するようになった か、 の

スタン としても している。今 は、

の開 に伴う地 民と した
 シ ・ ー ン に

    シ  
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事 の の か、地 で われる りにお

ける神 の を地 から 集すること

なども企画されている。 
 
． 地 の  

 合小の は、 による地

を目的としている。 としては、

やイ ン 事 により地 からの

者が 、に わいの に している。

しかし、 が んだ 合地 にとって、

者向けの や をター にした

事 は、地 民を対 とした ービス

ではない。このため、地 からの は

ない にある。そうした中でも、代表者に

地 と する 会が まれ、 民 長とい

う ーマンと 会うことによって地 との関

わりが となり、 で する の

や地 の を発 するイ ン 事 の

が となった。 
 一方で地 民は、 合小の によ

る ービスの は ないが、 は地

の 点であった 設の には を示

していた。また、 からの 者が参 し

てきたことで、よそもの 識から関わる 会

を っていた。しかし、事 の代表者と

の 会が まれると、 民 長の きかけに

より「月 1 会」が の に関わるよ

うになり、 事 に スタン として

参 するようになった。 でも、代表者と

の関係は いており、 な事 で関わりを

っている。 に、201 年 12 月に開 し

た の準 における に 事し

ていた地 民による改 事への参 や、

事 を とした 市部の をター

とする地 の ーなど、 事

者と地 民との による事 の や

画がされている。それらの 動は、 市

との を った 事 者と地 の

に しい地 民から まれた 動である。 

その 、地 民の中から地 を

目的とした が まれ、それらを体 する

ための 法 の設立が 画されており、

合小の 事 と した地

事 の が見 まれる。しかし、事 に関

わる地 民が られており、 区 でも関

わりがない地 もあることから、それらの地

民との関わりや理解を すことが今 の

題である。 
 
．  

 
市における の は、 国への

の 、 事 者の参 という 発

が い にある。近年、 発的発 論とし

て地 からの 発 の地 りが と

されている。しかし、 地 では、

その い 自体がいない ースがあり、 て

の 地 でうま いっているとは らない。 
そのような中で近年、 地 に

を 求しない 会的企 による地 りを

目的とした事 がなされていることや、自

かな を 向する 者が 地 に

する 回 が されている。 市

では による 事 を う

ことで、 部から 会的企 や自 を

向する 者などの を い、地 り

の けとなった。このような地 部から

の や 体も含めた地 からの地

りについては、近年「 発的発 論」と

して研 が われており、本事例もその

に できる。 
 事 者と周 地 との関わりについ

ては、 市でも 国の 地 と に、

地 点としての を っていた の消

により、地 組 、地 事の消 が

されていた。そこで 事 に関す

る地 会や 察 ーを することに

より、地 の ー に合った事 者とのマ
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ングを い、参 事 者による地 の

の発 やに わい などを していた。 
と イン のような 発 の事

者による は、地 でのよそ者 識が

まれ、地 民からの け れが な

に ることもある。しかし、 事 者によ

る地 事への 的な参 や、集 の

ーマンによる きかけにより、地 民との

関係が まれた。それによって 事

への地 民の参 が となり、地 のに

わいの に し始めている。このよう

に 発 と 発 の 方においても、地

での 的 ー が 地 の に

要な要 となることが分かった。その中で、

という地 において でも っている

点が されることで、 を含めた と

との が まれたという では、

の 事 というものは があったとい

えるのではないだ うか。 
 しかしながら、 合小の周 でも ーマ

ンがいない地 との ー は がさ

れていない。これらの ー を て

い ことが今 の 題といえる。 事 者

の たな 開として、国などの の

により、 小の が した。

合小の とは なる地 民に向けて

の は、 たに地 への を すき

っかけになると考えられるため、今 考察す

べき 題である。 
 
． に 

 
 本 では、 市における

の と地 への について考察した。

って、神奈川 でも近年 や 部

を中 に が している。2002
2017 年における小中 の を示した

9 を ると、小中 ともに してい

る市区 が いものの、 市で に開

発された市 部の か、市 部から

にかけて、また 部の 部の市 を中

に 向が である。これらの市

では 統 合が んでいることが され、

その 地 が 題になっているものと考え

られる。 
 このように神奈川 でも、 どでは

ないものの、地 を じさ ながら 統

合が んでおり、今 さらに ことが

される。 に、今 はさらなる に伴

い、これまで統 合が じていなかった 市

部でも がある。 
 統 合は、 設のマ ン や

政 の 点からいうと自 な れである一

方、 は地 の中 であり、統 合には地

民を き んだ議論が 要である。

となった地 には、近年 を 向するよう

な て世代は っていきに 、 的に

な地 を中 に、さらなる地 の を

ことも 念される。 
 また、 については、 では

や 者 関 の事 が中 で

あり、 市 の事 者による ュ テ

ビ スも されていた。地 りにお

いては、近年の 発的発 論的な考え方

で地 の 的 ー が されて

いる。 合地 のように地 に ーマンが

いる 合には、 ー の は比 的

といえるが、いない 合には 政や研

者 により、地 の ーダーの 成や ュ

テ の の強 が必要である。 市

の 小の では、

ロンの により地 の 者が集まるよう

になり、 ュ テ の に一 をか

っている（ 2017）。このように、地

民を対 とした の事 は、 ュ テ

の を ために 要である。また、

小での ロン 者の は 小

であり、 イ ンテ テ をもって
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している。このことからも は、地

りにおける ー の 要な

の一つであるといえる。神奈川 では

とは地 の ー や、 ュ テ の

成度が き なるため、地 の を考

しつつ地 の となる が まれる。

いずれにしても、 統 合や に

ついては、 設が地 の中 設である

ことから、 政、地 民、 事 者に

よる合 成が 要である。 
 

記  
 本 を するにあたり、 市 の

員や、 市 の 事 者の 員の

方 には、 き取り や に関し

て お世話になりました。この を りて

し上 ます。 
 なお本 は、 が国立 法

院に 201 年に した 論

文を に 正したものである。 
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第 回 の  

法 神奈川 地方自治研 センタ

ーの 1 回 会が、 月 14 日、地

文 会 で開 された。2017 年度の事

およ 、 に伴う 員

の改選を議案に 議が われた。 会の

会員は、 会員 7 に対し

を含 、議長には、自治 の伴

さんが選 され、議事 にあたった。 
事 では、年 を しての研 題と

置 けをした、 問題について 回

の研 会を開 し、神奈川の を まえた

対 の 題について検討を めたこ

と、また、 政分析研 会として「神奈川

ステ 」を した自治体 政の分析などに

取り組んだ が された。 では、

の は ね に していることが

され、 年度との比 では 40 周年記念

事 関 で している 目があるなどの

があった。事 およ につい

ては 員の 成で 認された。 
今 会では、 に伴う 員の改選が

われ、1 の理事 およ の 事

に対して を った 、 員の

が 認された。 ・ した理事はそ

れ れ だった。 は、2020 年 月の

会 のときまでとなる。 
会 、 32 回理事会が開かれ代表

理事、 理事が選 された。 一  

 
理事が理事長を し、 理事長には日本

の 理事が選 された。 
その 理事会体制は のとおり。 
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氏 記念 ー  

 1 回 会記

念 会は、 記

者主幹で、 「 ン

ース ー 2020」
の スターを めて

いる に「

動の世界を

主義の取 で る『 』

の正体」をテーマに

をいただいた。 
 で、 が「 動の世界を 」

（ で ）の 組制作から取 に

わった を じて、世界的に見て国民か

らの が りながらも政 が する国

があることを解 し、そこから「分 の

」が始まっているのではないかとの問題認

識が示された。世界 地の取 で、 理的に

も、 理的にもさま まに「 」があること

を目にした から、なぜ世界にこれだけ

「 」がは こっているのかを らかにした

いという への思いを った。 
 たとえば 201 年 国の「 ン 」

や、 国の 離 問題に する に

ュ と称される 衆の があったこ

と、民主主義で 者の には 分 度は

度が含まれること、そして理 の より

も りや といった 的な ー ン

に が ことが い点にも言 し、 の

民を 除するような 政党の に

されるように「 の りに をつけて

的な政 を ち して政 の地 について

しまう が きている」と した。 
 自国 一主義に しつつある世界の動き

に対し、 は「日本はまだそれ どでも

ない」としながらも、世界 に 関 で

向きな 向があること、また が め ん

だ 安・ や、一部には な

もあるため、「 のたま 」のように

見えないとこ で何かが れている ってい

るように思えてならない、との を示した。

国民の が 発し きなうねりとなってし

まった 国や の国 を見れば、日本も例

とはいえず、今の世論 の の

が「マグマの成 を しているので

はないか」との自らの を 示した。 
に何が こるのかは も しえない中

で、 安の があるとして、 の中

で、 者が えて い たちが の中に

や 安をため んでいる や、 的

にマイ テ となる今の 10 20 代の た

ちが政治に関 を った に、 会 や

問題に った を つ中 年世代に

対する りに が いてしまうこと への

念を示した。だからこそ、そうした の

や「何か きる」際の ー を発していき

たい、と ・ ー の にある

自らの 事への と をあらわにした。 
 ロンドン を に した地 を取

した から、2020 年 をきっかけ

に しでも「日本 」の を えたいとの

思いを ち、 当ス ー 組で「 ある

に問いかけ 会の 識を えるような企画」

を「 」 えているとの もあった。 
 政治との関わりについては、 者による

政治家への ス の必要 に言 し、

き いを えて、 者から政治家に ー

すること、 らに ーダー を求めるだ

けでな 、求めた の ロ ー と

作 が か ないという 点も した。 
に、自分がどういう立 でも「なぜこ

れをやるのか」を 会の一員として自問自

しながら 動してい ことや、 問題も

「日本」や「 」「 」というよ

うな「記号」で めつけて らず、 とり一

が を か て、目の の 会を か

してい という 点の さを強 しながら、

は め られた。  （文 ：編集部） 
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　地方創生、地

域再生のスロー

ガンが巷にあふ

れかえり、専門

家集団も市民活

動家も、全力投球で創生・再生の実践を行っ

ているが、流れを変えるほどのこれぞといっ

た成果は見えてこない。

　都市と農村、中央巨大都市と地方中小都

市の格差は、人間が最大の造形物である「都

市」を造って以来、延々と続いてきた経済

的視点に立った地域間比較問題である。

　第二次世界大戦後、日本は、都市と農村、

首都と地方の格差是正のために、産業の分

散配置、国家的交通軸の整備、情報ネット

ワークの展開などを積極的に施策実現して

きたが、未だに工業・商業の集積や地域社

会基盤の整備状況などの差を払拭できない

状況にある。しかし、それぞれの地域に現

存している文化や暮らしは、歴史、伝統、

風土、自然環境などの固有の地域条件によ

り、脈脈と息づいており、独自性を維持し

ている。これは、経済的な地域把握では捉

えることができない地域特性である。つま

り、経済的弱者である地方中小都市も視点

を変えれば、存続・発展の可能性を大いに

秘めている暮らしの場といえる。

　そこで、今日、さまざまな地方や地域で、

地方創生・地域再生のための基盤・起爆剤と

して展開・推進されている地域学に目を向け

て、いわゆる「地域再生」を再考してみる。

　地域学は、他地域との差異に留意しなが

ら、対象地域の特色を地域比較的に考察し、

地域の文化 ･ 民族 ･ 政治 ･ 経済 ･ 産業 ･ 社

会などについて総合的に研究する地域再生・

創生の流れを形成するための地域科学と

なっている。

　特に、地域の発展・再生の可能性がおぼ

つかなくなった 1990 年代半ば以降、地域住

民や関連大学などが自ら我がまち・地域を

調査研究、学習し、体験的にまち・地域歩

きを実施してそこから、新たな価値を見出

そうとする取り組みが生まれ、我がまち・

地域づくりのための郷土学、地元発展策の

ための地域学が各地に展開されている。

　カオス的状況に落ち入っている地域再生

を実あるものにするためには、地域住民の

地域経営の一翼を担う自治体職員らが、我

がまち・地域を科学的に知り、理解する努

力をするべきである。

　少子高齢社会を見据えた自治体経営には、

地域経済の再生、地域コミュニティの形成、

地域社会資本のバリアフリー・ユニバーサ

ルデザイン導入、空き地・空き家の利活用

の促進、高齢者等に優しい移動の確保など

が求められているが、現実は厳しく、大き

く変化する暮らし環境に対応できていない。

　現在、三大都市圏に住む子育て世代はワー

クライフバランスを重視し、20 代の 4 分の

1 は地方移住に関心があるという。国が唱

える「すべての人が輝く社会の実現に向け、

安心な暮らし、多様な生き方、充実した人

生の実現に貢献する政策」を果実あるもの

にするために、それぞれの地域に暮らす人

びとが風土や伝統、地域社会の形成、地域

産業の育成などに関心を持ち、土地と人間

のつながりを確実なものにすることが、地

域再生には重要である。その基盤となりう

るのが、地域特性を明らかにする地域学で

あると確信している。

あらためて、地域再生を考える
─ 理事長就任のあいさつに代えて ─

（公社）神奈川県地方自治研究センター

理事長　佐野 充
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